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日頃より、市民の皆様には、ごみ分別にご理解ご協力をいただ

きありがとうございます。 

 さて、月２回収集するごみ（新聞・雑誌・段ボール・紙パック

／雑紙・紙製容器・発泡スチロール・白色トレー）については、

第５週目には排出できませんので収集体制カレンダーでご確認く

ださい。  

※不適物ごみ連絡通知書（張り紙）の「排出日以外」欄にチェッ

クが入り残されるケースが多数あります。 

 

 

【問合せ先】環境保全課廃棄物対策係  電話４２－１８０６ 

 

 

カレンダーの 

ご確認を！ 

その月の第５週目に排出

できるごみの種類について 

この地区の場合、第５週目の木曜日

に排出できるごみは、生ごみ・不燃

埋立・かん・びんのみです。 

※ごみの種類は地域で異なりますの

で、収集体制カレンダーでご確認く

ださい。 

例 


